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1 目的

本市は、生活環境の改善、浸水の防除及び公共用水域の水質保全を目的として推進された下水
道等整備事業の進展は、一般廃棄物処理業者に対してし尿等要処理量の著しい減少による経営
環境の悪化傾向となって表れている。

市町村の自治事務とされる一般廃棄物処のし尿と陥 汚泥 (以下 「し尿等Jと 称す)は 、
昭和 57年 の 23,417kO/年をピークに、平成 21年 には 4,529 kO/年まで落ち込み、ピーク時と
比較した場合、約 8喘の減少となっている。その結果、昭和 57年から莉支21年 までの25年間
で減少した総量は260,422 kO/年となる。(A4・I資料 1)

このような現状を鑑み、日召和 53年 より本市のし尿等の処理業務を担ってきた事業者は、要
処理量の著しい減少傾向による委託費の減瀬は、今後の安定経営を基盤とした事業継続に対す
る悪影響は益々大きくなっている。
以上の事由から、本市からし尿等の処理業務を受託する4業 者は、昭和 50年 に公布された
「下水道の整備に伴う一般廃葉物処理業等の合理化に関する特別措置法」(以下 「合特法Jと

称す)に基づいて策定される合理化事業計画に則り、事業者の組織統合による業務体制の再編
を図る事業再編計画を策定し、将来にわたる本市のし尿等の適正処理の確保に努める。

2 +日 町市の状況

豹戎17年 4月 1日、旧十日町市、川西町、中里村、松代町、松之山町の 1市 3田丁1村の合
併によって、都市機能と豊かな自然が共存する新しい 「十日町市」が誕生した。
本市は、新潟県の南端の長野県と県境に位置し、千曲川が信濃川に名前を変える地域に古く

から豊かな文化が栄えた地域である。
総面積 58992日 の内、森林 422%、 農用地 14.6%、 宅地 20%の 比率による土地利用形態

として十日町盆地と両岸に雄大な何岸段丘を形成している。
また、信濃川の支流の渋海川地域は、古代から人類の活動が営まれた縄文時代の遺跡が分布

し。特に笹山遺跡出上の上器群は、平成 11年 に縄文土器として初の国宝に指定されるなど、
古くから歴史的遺産が分布している地域であり、日本三夫薬湯のひとつとして称される 「松之
山温泉郷」など、自緒ある名湯が存在 している。

また、本市の最南部は上信越回立公園の一画を占め、豊かな自然と清津川が四季折々の表情
を醸しだす豊かな景観に恵まれた国内有数の 「米と雷と繊物」の地域として栄えている。
新市のまちづくりは、中心部と周辺地域の農村部の均衡ある発展を目指し、中心部は伝統産

業の振興と情報化時代を先取りする IT分 野による新しい産業づくりを基本に高速通信網の整
備や企業誘数に取り組んでいる。一方の農村地域は豊かな自然を生かす農業振興事業を基盤と
し地域の活性化に取り組んでいるが、少子高齢化の進展や住民要求の多様イヒ、地域経済の運迫
化等によって地域を取り巻く環境は厳しい状況下にある。
tF■人口は昭和 35年をピークとして、毎年4%程 度の減少傾向を示し、平成 20年 末人口は

61,536人である。

平成 20年 8月 31日 現在のデータで、本市の世帯数は19,980世帯となっている。また、年
齢別人口は図-1で 示すとおり、年少 (0～ 14歳)人 口率 110%、 生産年齢 (15歳～64歳 )
人口率478%、 老年 (65歳以上)人 口率412%と 、高齢化社会が着実に進行している。
本市の生活系廃棄物は、ゴミ焼却場やし尿処理センターの老樹 と、埋め立て処分場の処理能

力は限界に近くなっている現状から、今後はごみの発生抑制、繰り返し使える再使用可能な製
品の推奨、分別の徹底によるリサイクルの促進など、有機性廃棄物の資源化を図る利活用の取
り組みが大きな課題となっている。
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3 ‐般廃築物処理業等の経韓と現状

たメiltれ ,革 層吻 」愁

前から民間業者の杵可制度によって開始され
た委籠制度に変更されて現在に至っている。

平成21年実績量のし尿要処理量4,529 kO/年と浄化槽汚泥興処理量7,779 kO/年は、本市の
し尿処理場に搬入し適正処理が行われている。

制農だ養撻T貫電筆震蝠 舞禦彎場
費に直接反映することから、許可制度から婆託

の10年間で算定した場合、下水道等整備事業が
導入されなかったと数値と比較した場合、し尿等の総減少量は53,000kl/1o年、委託費の減額は342,Ooo千円となる。
本市は、この現状に対する行政の支援措置として、平成 12年から代替業務として市mrlチ管理型合併処理浄化稽のllL持管理業務やし尿処理場の前処理施設の管理業務を提供されている
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する業者は、厳しい経営環境の下で、本市のし尿等の適正処理を遂
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4 下水道等の整備による今後の見通 し

本市の市御 ヒ区域の下水道普及率は、約 9鰯となっている。今後は、周辺地域に導入された
特定環境保全公共下水道や農業集落ツ泳 事業による下水道普及率の進展が予測される。

また、下水道整備地域の水洗化率は約80%を超える高い数値となり、今後の水洗化率の上昇
傾向は、更なるし尿等要処理量の減少となる。

しかし、市町の自治事務のし尿処理業務は、最後の 1件が水洗化を完了するまでは、業務の
廃止は出来ない。

従って。し尿等の一般廃彙物処理業者の安定経営による事業継続が不可欠となる。

5 し尿要処理量の見込み

判我21年度のし尿等の汲取り量の実績は、し尿要処理量4,528 kν年、浄化槽15・泥要処理量
7,779 kl/年であり、直近の減少率部を用いて、将来の減少量の算定結果を図 3で示したとお
り、平成27年度には、し尿要処理量2,746 kO/年、浄化槽要処理量4,717 kO/年になることが
推定できる。(別添資料3)

図‐3 1早来の予測‖こよる、し尿 浄化機汚泥の推定量
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転換計画の内容

目標

本市の一般廃棄物処理の委託と許可(収集 ・酬 を受けている 4業 者の統合による経営の
合理化により、収集 ・運搬業務に携わる人員体制の再編を図る。また、現有するパキューム
車は 9台から経年的に廃車する廃車計画を策定する。統合した新しい組織が業務契約の窓ロ
となる事業転換の計画を策定する。
また、羽成27年度は、し尿等の業務に賞黒するバギュー草は予備車を含み 5台 を所有す

る体制を目標とする。
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② 実施期間

刊成24年 4月 1日～莉我28年 3月 31日までの6年間とする。

O事 業転換に伴う事業実施内容及び方法
組織体制や業務に対する転換計画は、次の業務形態に則って、年次計画を樹立し、合理化事

業計画の実施内容との整合を図る。

① 4法 人を対彙とする統合計鴎

飯駒0+日 町市環境サービス株式会社

(0り1西クリーン 丼川苺美子

② 業務統合による4段階の組織統合計画
業務集約による組織の統合計画は、統合旧立を第4段階として設定して業務統合を図る。

し尿等処理業務と代替業務を受託する窓ロー本化の組織として (仮痢→ 「口田市打環境サービス株
式会社を設立する。

D,状

会社名 業務内容 業務形態 契約キ

川西クリーン

じ尿収集・運搬 委tt(行 政) 環境衛生繰
市url管 理型 合併処理F・f酬 篠拝管理 肝可 (行政) 下水道操

“

人設置型 合Of処理l●化涌顧持管F」I 辟可 (個人) 設艦者
単独浄化嶺維持常理 14■ (個人) 設置者
農業集落排水処理施設維持管理 委託

“

,政) 下水道靭

攣業楽落排水処理施設の汚泥運搬 委託 術

“

下水道鰈

するがやlll■

し尿収集・運搬 委託 (行政) 環境衛生撚

¨ 処理溜 ヒ槽維持管pll
計可 (行政) 下水道環

個人般臓型 合併処理FIイ榊 管理 許可 (個人) 設置者
単独浄イヒ僣維持管'理 許可 個 人) 設置者

下条7Fm社

し水収集 ・迅薇 許可 (行め 環境衛生課

聾 村管理型 合併処理溜 酬 維持管理 委託 (行∞ 下水道課

¨ 化槽維持管理 許可 (個人) 設置者
単独削 ヒ槽維持管pl

ll可 (個人) 設置者
晨業集落り隊 処理施設の汚泥揮榊 下論 (民間) 民rtl企業

津南清掃社

し尿収条・運搬 委託 (行

“

環境衛生課

許可 術

“

下水道課
個人設置型 合併処理浄化情維持管瑾T 許可 (個カ 設置者
単独削 ヒ槽維持管理 許可 (個人) 設置者

共和環境
(代替業務)

m m 委託 〈行

“

環境衛生課
し尿処理施設の受泥運搬 《ヽ 替業粉 委託 (行

“

環境衛生課
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2)第 一段階 (委託業務の統0

会社名 業務内容 業務形態 契約者

川西クリーン

Ⅲ叫rrH理 型 合併処理溜 ヒ情維持管理 許可 (行∞ 下水道課

饉△盤塁型壼塾型些澤翻し情維持管理 許可 (個人) 設置者
単独浄化槽維持管理 諄可ぐ躊人) 設置者
農業集落排水処理施設維持管理 委託 (行政) 下水道課
農業集落排水処理施設の汚泥揮輛 委託 (行rtl 下水道課

するがや清掃
11川∫利管型型合併処理浄化HHt持管理 許可 (行I■l 下水道裸

…

鰤 許可 (個人) 設置者
単独浄化格維持管理 許可 (何人) 設置者

下条清掃‖:

|:wlri管理型合″拠コ:浄化僣維持管理 許可 〈行

“

下水道操

岬 型 合併処理浄

`ヒ

情網1持管理 許可 (個人) 設冊者
ll14k浄(ヒ樹維持制 ! 計,(何 人) ttrr者

笏 画面 下請 (民‖D 下水道課

沐南清冊社
¨ ulttι情網輛管理 榊:nr(行政) 下水道鋏
個人設置型 合併処理浄4卿 持管ゴ ll:,(個人) 設置者
単独浄化相維持舒FE 絆可 (個人) 般置著

共和環境

〈代替業務)

し尿処瑯施設n"処理範般の細持=理 (食袢業務) 委1`(行 rtl 環境衛/L課
し尿処FIn般 のl17泥運搬 い 林業務) 委託 (IF政) 環境衛41操

lal+ロ ロr市環

境サービス 鉄 )
し尿収集・運搬 (年額制による―桁で委託) 委籠 (行4・l 環境衛■1凩

3)第 二段階 (し尿、合併浄化槽業務の統合、共和

―

散)

会社絡 業務内容 業務形態 契約イ

川西クリーン

詢人設置型 合併処理浄化僣維持管理 肝可 (個人) 設障者
1動 浄化精維持管理 研可 (個人) 1没置者

笏 輌 委能 (イTЮ 下水道課
農業彙落排水処理施設の汚泥撻編 委託 (行政) 1(水道靭

するがや清掃
口人取置型 合併処理洲 ヒ相締特管FI 許可 (個人) 般世者
単独Fl化精維持管理 許可 (個人) 設織者

下条清掃社

in^般賦型 合り:処理浄
`鑢

氣[持管理 許
“
r(個人) 設置者

1門虫/11`僣維Itl管JL 辞可 G讚人) 設置者

産業集落俳水処理施設の汚泥運搬 下諦 (民間) 民間企業

津南清掃社
個人設置型 合併処理浄イ醜 熟1持管理 許可 (個人) 設置者
早狐ヨ化硼lll婿管理 許可 (個人) 設置者

共和環境 解散 ( 替ヽ業務の契約窓口の変更による)

lul ttmr市環

境サービス 榊

し尿収集 運搬 (年額制による一括で委語 委託 14T政) 環境衛生課
中口

'可
甘理型 合併処理F■化憎維持管理 許可 (行ω 下水道課

し床処動憔堅肛処理施設の維持管理 Ct替業拗 委託 (行政) 環境術生課
し尿処理施設の汚泥運搬 lr 替ヽ業務) 委託 (行■kl 環境衛7■課



4)第 二段階 け るがや清掃、津南清掃社の解拗

会社名 業務内容 業務形態 契約者

川西クリーン

リるがや清掃

驚■■■I杢摯伴匹設維持管理
…

農業集落り隊処理施設の汚泥運搬

委託 (行4・l 下水道課

委託 (行政) 下水道課

解散 (業務統合による)

下条清掃社 農葉集落り1水噺 設の汚泥運搬 下講 (民間) 民11企業

津薦清掃社 解散 (業務統合による)

解散 代替業務の契約窓口変更による)
共和環境

(仮)」日ml市環

境サービス 伸

し尿μ集 運搬 作 額 llによる一機 能に変更) 委託 (行政) 環境鶴41課
市町村管理型 合,「処理浄化槽維持性即 許可 (行政) 下水道凛
し本処理地破mttF珈 設の絣 管理 (rt・驀=終 、 委κ (行ω 環境術4i課
し沐処理施取の′ヶ泥運搬 ll 督ヽ業務) 委iC“千政) 環境衛イにnll
興人収E′W命

'r処
理耐 ヒ槽締神管理 14可 (個人) 設置者

単411浄化19Hl持管理1 許可 (個人) 般Mイ

5)第 四段階 (最終段D

会社名 業務内容 業務形態 契約7

川西クリーン 解散 (業務統合による)

するがや清掃 解散 (業務統合によ/Ol

下条清掃社 解散 (業務統合による)

瀾:南清掃社 解散 (業務統合による)

共和環境 解散 (代掛業務契約窓口変更による)

(仮)十日町市環
境サービス 鮨

り 収集 迅撤市全城に委託業務を一檜望F) 委託 (行政) 環境衛生課
i口円↑,T理 型 台

"「

処理浄化嗜織 絆管到 許可 イテ政) 下水道課
■●た■鎚 阪印拠 ″W洒改の続 雷Ш

`代

摯菫蕗ヽ 委託 (行政) 環境衛生孤

委託 (行

“

環境衛生課

許可 G漱人) 設置者
撃狐口化観渭瞬 鸞理 許可 (何人) 設置者
贋飛未洛■本処理麗ulL博 管理 委託 (行動 下水道課
展未桑開 「本処理施設の汚泥運搬 下講 (民間) 民間企業

将来、発注される代替業務等 委籠 鮨 政) 担当行政課



③ 転換計画に基づくバキューム車の廃車計画と保有台拠
バキューム車の必要台数は、し尿等処理を対象とし、平成27年に7台を目標に減車する。
なお、し尿の処理に必要な台数は6台の内予備車を含む3台 とする。

…

|し た場合の必要台数の推移

2■ 尿等を対象=し た場合の必要台数

塑 対豫 とした場合の必要台数

注1)

l■2)

注31

注41

注51

し尿等はじ尿と浄化槽汚泥の総景を示した。

④ 作業部門 (現葉担当)の人員配置計軋

し尿倭 籠業務に)は、rl化柑汚」LllT可業務)は含まない。
必要台数の算定に用いた搭載量は、4tバ キューム市の車両重量X搭載慇 搭載率とした。
十日町市の予淑|データに採用して必要台数を算定した。
し尿処理の必要台数には予Oll車は含んでいなル、

温
池

人員の総数は、現状の人
将来の代替業務の発注状況に基づき、適正な人員の確保のために人員の数値は変動する。

年度 要処理量 年穂動日数 1日住住回数 搭載量 算定台数 実必要台数
23 11,28700o 240 2 2,880 8165 8
24 lQ89QOlxl 240 2 2,880 7878 8
25 10.600000 240 2 2,880 7711 8
26 10300,000 240 2 2,880 7457 フ
27 10002,lXD 240 2 2.880 0235 6
28 9,083.000 240 2 2,880 6004 6

年度 要処理量 年穂動日数 1日往復回数 搭載量 算定台数 実必要台数
20 3,032,Oal 240 2 2,880 27フ2 3
24 3,703000 240 2 2,880 2679 3
25 3,078000 240 2 2.880 2661 3
26 3.52Q000 240 2 2β80 2546 3
27 3.432.0∞ 240 2 2.380 2483 2
28 3325,000 241 2 2,880 2405 2

項 日 22年 23`F 24年 25イ「 26年 2711

じ尿収集 運搬 (メ0
現 状 10 10 8 8 6 6

計 画 10 8 8 6 6 6

前処理施設・農集施設 ・

削 ヒ槽保守・点検0、)

現 状 4 4 5 6 7 8

計 画 4 4 5 6 7 8

ごみ収集伏 )
現 状 0 0 0 2 2 4

計 画 0 0 0 2 4 4



⑤ 経営部門 停務担当)の 人員配置計観

項 目 22年 23年 244「 25年 26年 274F

事務所 140
現 状 4 4 4 1 1 1

計 画 4 4 1 1 1 1

蜘市及び創車側
現 状 4 4 4 1 1 1

1 +画 4 4 1 1 1 1

④ 事業転換を図るために、必要な資金の確保と代替業務の内札

事業転換に必要な資金は、廃車補償金及び代替業務の委託費を運用し、円滑な業務運営と
経営の安定化を図る。

R鴛臨鍬龍鵬鼈
とした情鶏鴨

b 下水道終末処理場の汚泥運搬業務
c 農業集落排水事業の中継ポンプ糟の保守 ・点検業務
d 市町村管理型合併処理削 ヒ槽の維持管理業務
e ごみ収集 ・運搬業務
彙 し尿等の計画収集システムの導入
3 減車に伴う廃車補償金
h し尿汲取り業務委託契約を従量制から年俸制に変更
i その他、パィォマスに関する代替業務として位置づけられる業務

②代替業務受話に必要な要件に対応する資格等の研修及び取得を図る。
i 削 ヒ槽管理士資格の取得
k 技術管理者資格の取得
1 特殊車両免許等の取得
mバ イオマスに関連する技術研修及び資格の取得
n その他、代替業務に必要な技術習得及び技能向上に努める。

項 目 22年 23年 24年 26年 26年 27年

管理者 00
現 状 4 1 1 1 1 1

計 画 1 1 1 1 1 1

法人役員 ひ0
現 状 4 4 4 4 4 4

計 画 4 4 4 4 4 4

事務職 「経理等Jもに)
現 状 4 4 4 2 2 2

計 画 4 4 2 2 2 2

⑥ 施設 (事務所、車庫り の統合計風



(Dそ の他事業の転換計画に必要な事項

転換計画を樹立するに当たり、計画内容に関する事項について採用した資料、数値等の根拠は
下記の資料による。

① 著しい減少量の算定根拠             賜J添資料 lJ
② 著しい減少額の算定根拠             場1添資料2J
③ 今後の著し0減 少量の算定根拠          吻1添資料3J
④ 十日町市の収集・運搬業務の現状図        「別添資料7J
⑤ 農業集落排水処理施設に関する農水省通違     賜1添資料10J
⑥ 保守点検業務の委託に関する事項         賜1添資料11」

た
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
ワ
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別添資料

1 +日 町市合理化計画策定の手引き

2. し尿波取量の著しい減少量算定表

3 し尿等委託経費の著しい減少額算定表

4 し尿等の今後の減少量算定表

5. 現状の従業員調書 「年齢構成及び資格保持等J

a 現有の施設の調書 「事務所、倉庫、作業場」等

7 現状の4業者の作業地域図

8. 現有のパキューム車等の調書 「車検証」

 ́   9. し尿処理委託金額の原価計算算定表

…
    10.農 林水産省通達 「農業集落俳水処理施設の維持管理について」

■.農業集落排水処理施設保守・点検業務契約書

11



合理化事業計画策定の手引き

1 合理化事業計画の策定の流れ

本来,行 政事務は申請事務であることを念頭 とし,事 業者が合理化事業計画の策定を申請した場合を想定
し その時点から全体的な作業工程と策定に必要な事項を整理 したフローを図 1で示す。

□ 1合理1じ事彙針口の策定フローロ

合 理 イヒ事 業 計 画 樹 立 の 要 望  【事 業 者 】

1雪  
餞当する事業者が犠数の■合1ま、事業者による転換

"口
推遺晏員会を設立する

合 理 イヒ事 業針 回 策 定 の 受 理  【市 町 村 】

1詩瞥 脚 雉 群珈

…

級¨…
化事業計画協 I●会 (仮称〉の設立

奎
 厭 』峨 島tFl回

/月 種 産 の 協 腱 の場 を設 定 す る.

1 下水遺姜●●l口の選静状,の 摯■

2 し

"Д

み取り■の減少状況の●●

3 0■ 4■事■●具体的r.|●■内●の椰饉

4 しは工み取り

"會

●麟肘ユび0■
`し

事

“

摯●の決定
5 ●■4ヒ●■II口の

“

Inの決定

0 11● ||●の協力体制の

"ロ, 生活,水 処l●●|口とし瞑餃み取り車の台強●■●性腱IB

合

10 2 含理化事業針回及び転換計画に記載す る事項

〈:)市
"r村

が策定する合理化事業,卜面にF・L載する事項

8下 水道の整備等に関わる時条件の変更の■通 しに||する事項

b下 水道の整備等に関わる事業の転換並びに近イヽ化及び規模の適iE化に関する事項
c下 水道等の整備により業務の縮小又は廃止を余儀なくされる事業者に対する資金 11の措置に関する
(2)事 業者が策定する転換1+回に紀戦する事項

8事 業の転決内容

b事 業の転換の実施期間

c転換に伴 う他の物件の餃魔、厳渡、廃業笠に関する事項

d事 業の転換をおこなうのに必要な資金の価およびそのm逮 方法
20  0そ の他事業の転換に関し重要な事項

3 合理化事業計画の申腑に関わ る添付資料
(1)市口r村が添付する資料

a一般廃棄物処理計画を明らかにする図面 『廃棄物処理法第 6条 第 l項』
b下 水道事業計画の内容を明らかにする書類と図面

o当談合理

`ヒ

事業計画の見蛹 しが的臓であることを明らかにする書類及び図面
dそ の他当腋合理化事業針画の内容を明らかにするための必要書類及び図面
(2)率業者が添付する資料

a事業者が法人である場合は定漱
30  b事 業者の最近の 3年 間の営業櫂=0 ,借 対照表 授差計算書並びに最終の財産日録

事 項



4 合理化事業計画に記載す る具体的な事項

1合理化事業計画の目標

2合 理化事葉計画の期間

3下 水道整備・I画の見直し

4し 尿処理量の変化に||わる基礎的経営の見通し

5上 記 4項の処理体制を達成する事業ll面 1注 lJ

ア 内容

イ 実施期||

ウ 実施に必要な資金上の措置計画 「注 2」

1 0

5 合理

`じ
事業計画の策定に伴う著しい減収饉の算定方法

5!● しい減収饉に関わる●た彙件のあ限決定項目

i合理化事業II面の期rn

2し 尿扱取り量の減少が始まる富準年

3減 収額の算定に使用するし尿汲取りlllrli

4合 lll●イヒ補の普及に件う増収額に対・lる拠え方

`2を
しい

"収

饉の算定方法の事例

20   し尿汲取量の減少に関わる著しい減収額を算定する場合、前項(,1)で決定した

`須

収 Hに より金理的な篠
定方法として,著 しい減収額を決定する要件を

'「

Iした。

この算定方法を用いたl■今 事業者の著 しい減少額に対する行政の支援措置に相当する補償額は ″ⅢC― F
として

'定

することができる。

_    以下、算定条件決定 した事項に対する理由とし尿汲取り業務のキしぃ減少■と減収輌の続年変イヒの推移を
図・2で 示す。

1)算定条件として決定した事項と理由

И 合理化事業‖画の算定の期間の設定
「事 しい減少憫は,下 水道が供lnl"始をしたことが要因となる事から、下水道がlt川開始 した時点から
現在までの総積算口とする。J

30    3合 理化事業「I画に使用するllt価の設定
「今後の経過に若づいてし尿汲取リト価は原rm Fr算に基づいた単価を合理化事業HI面に用いる。J
原価府1算の算定式は下記の式とする

7、

算定式‐続費総II〈円)+稼動回戦(日),車両台数(台)+搬入回数(回)+100グージ(薔lp昨容量 08)
C著 しい減少が始まった時点の設定
「下水道の供用開始のnt年をし尿扱取り■のピーク1,として著しい減少が始まつた設定したJ

Oし 尿汲取 り■の総減少■ (単年減収量 di>0)
「年毎の減少量の和を組量としたJ

Eし 尿扱取 り量が減少しなかった場合の設定
f下水道,葉 が導入されなかった場合から自然減少による減少率を 002●/●4年とした,

40    F代 替業務の発注総金額 (単年発注額 Fl>0)

①ごみ処理(再生を含む)業務

②下水道汚泥運搬処分業務

③下水道鮨殴及び督路の維持管理業務

④晨業集落り1水施設の維持管理業務

0そ の他市町社が民間事業者に委託可能な業務

0合 併浄化精の増加(代書業務とした場合,
C著 しい総減収金額



!0

「し尿汲取量の総減少量に し尿処理単価を乗 した額とした」
″ 合理化事彙計画による補償金額の相当額
「総減収額から食響業務発注の総額を控除 した額j

2)計 算式(著しぃ減少額の算定)
″…C― F

C中,Xp rC≠ ′′
D‐

'rF・
″

F・′のフ tρヵ″

"り

ロー2じ屎量取り減少■の推移

一詢
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饉
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合理化事業,卜画に係る著しい算定憫の様式の,14A l、
椰入すれば減収額が算定することが可籠である。

2を 用いて、現状の扱み取 り数量と単価を

」
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別添資料 2
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